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（開議時間 午前９時30分）  

○議長（吉田太郎君） おはようございます。 

 令和２年第２回養老町議会定例会を再開するに当たり、議員並びに執行部各位には何

かと御多用のところ御出席を賜り、ありがとうございます。 

 開議に先立ち、町民憲章の朗唱をしますので、全員御起立をお願いします。 

―― 「町民憲章」朗唱 ―― 

○議長（吉田太郎君） ありがとうございます。着席をお願いします。 

 ただいまから令和２年第２回養老町議会定例会を再開し、本日の議会を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第127条の規定によって、10番 野村永一君、11番 田中敏弘君を指名しま

す。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） 次に、日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

 また、休会中に総務民生・産業建設委員会が開催され、付託案件の審査報告書が議長

に提出されました。詳細については後ほど委員長より報告を求めます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） これより、議案審議に入ります。 

 日程第３、議案第34号 養老町手数料条例の一部を改正する条例についてから日程第

７、議案第38号 令和２年度養老町一般会計補正予算（第３号）までの５件につきまし

ては、一括議題といたします。 

 この５件には、各常任委員会の所管事項ごとに委員会に付託し、それぞれ審査されま

したので、両委員長より審査の経過及び結果についての報告を求めます。 

 最初に、総務民生委員会報告を求めます。 

 総務民生委員会委員長 早崎百合子君。 

○総務民生委員長（早崎百合子君） 総務民生委員会報告をします。 

 去る６月９日、各委員及び議長並びに執行部の出席の下、総務民生委員会を開会いた

しました。 

 審査事項は、当委員会に付託されました条例の一部改正３件、令和２年一般会計補正

予算１件の計４件の議案についてであります。 

 委員会での主な質疑と審査結果について御報告いたします。 

 まず、議案第34号 養老町手数料条例の一部を改正する条例についてに関しましては、

１．５月25日、個人番号通知カードが廃止されたことに関する町民への周知方法はの問
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いに対して、既に窓口では対応しているが、今定例会で議決されればホームページにも

記載する予定であるとの回答でした。なお、広報紙へも記載してもらえるよう要望しま

した。 

 次に、議案第35号 養老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について及び議案第36号 養老町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてに関し

ましては、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第38号 令和２年度養老町一般会計補正予算（第３号）の歳出に関しまし

ては、１．小・中学校情報化推事業の部品購入費に関して、児童・生徒用のタブレット

の購入台数、１台当たりの購入費、タブレットの内容はの問いに対して、台数について

は現在の児童・生徒と同じ2,106台に予備10台を加えた2,116台である。１台当たりの購

入費については、国が示している基本額は４万5,000円のところ、当町では発表ツール

やセキュリティー、フィルタリングなどを追加して６万5,000円を見込んでいる。また、

内容については、現在パソコンに詳しい教職員でＧＩＧＡスクール構想推進プロジェク

トチームを組織して精査しているとの回答でした。 

 ２．各家庭におけるオンライン学習に必要な端末の保有状況はの問いに対して、今回

学校にて動画を作成し、配信するために、全ての家庭を対象に調査したところ、小学生

低学年は82％、小学生高学年は88％、中学生は95％という回答であった。なお、Ｗｉ－

Ｆｉ環境の整備状況については、今後さらに調査したいとの回答でした。 

 ３．小・中学校情報化推進事業について、急いで補正予算を上程しなければならなか

った理由とタブレットの購入時期はの問いに対して、４月７日付文部科学省の通知によ

り、ＧＩＧＡスクール構想を前倒しして実施するため、今年度中に１人１台端末を準備

するよう国からの通知があったため、またタブレットの購入時期については全国一斉に

購入することになるため、年度末か、場合によっては年度末を超えるかもしれないとの

回答でした。なお、年度内にタブレットが児童・生徒に行き渡るようにしてもらいたい

と要望しました。 

 ４．ＧＩＧＡスクール構想に関して教職員のスキルアップの計画はの問いに対して、

現在、教職員でつくるＧＩＧＡスクール構想推進プロジェクトチームにて計画を作成し

ており、それに併せて校内の職員研修も進めていく。それ以外にも専門のＩＣＴ支援員

等の活用の検討やコミュニティ・スクールにおける外部人材の協力も得ながら多面的に

進めたいとの回答でした。 

 ５．未来応援定額給付金の給付対象である母親と妊婦のうち、妊婦の申請方法は。ま

た、出産予定日より遅れた場合の返還はの問いに対して、妊婦については出産予定日が

令和３年３月31日までの人が対象となり、令和２年12月28日までに提出書類を添えて申

請していただく。また、申請した時点で対象であれば、出産が４月１日より遅れても給
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付金の返還は求めないとの回答でした。 

 ６．学校給食費の補助金の内容はの問いに対して、学校が休校となったため、牛乳と

パン、米、麺その他キャンセルできなかった食材について、食材費の補償をするもの。

なお、冷凍食品に関しましては、賞味期限等を吟味して活用するとの回答でした。 

 次に、歳入に関しましては、特に質疑はありませんでした。 

 以上、審査に付されました条例の一部改正３件、令和２年度一般会計補正予算１件の

計４件の議案につきましては、質疑、討論、採決の結果、挙手全員により原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 これをもちまして、総務民生委員会の審査経過並びに結果報告といたします。 

○議長（吉田太郎君） 総務民生委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより、ただいまの総務民生委員会委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、これらの案件については、議会初日に総括質疑が終了しておりますので、委員

会所属外の議員からの審査の経過及び結果に対する質疑といたします。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 次に、産業建設委員会の報告を求めます。 

 産業建設委員会委員長 大橋三男君。 

○産業建設委員長（大橋三男君） 産業建設委員会の報告をいたします。 

 去る６月９日、各委員並びに執行部の出席の下、産業建設委員会を開会いたしました。 

 審査事項は、当委員会に付託されました令和元年度上水道事業会計決算の認定１件、

令和２年度一般会計補正予算１件、計２件の議案についてでございます。 

 委員会での主な質疑と審査結果について御報告いたします。 

 まず、認定第１号 令和元年度養老町上水道事業会計決算の認定についてに関してで

ございます。 

 １つ、有収率が2.5ポイント減った要因はの問いに対しまして、高田地区を中心とし

た第１配水区域において漏水が多発したため。なお、今年度も引き続き漏水調査を実施

し、有収率アップを図りたいとの回答でございました。 

 ２つ目、髙田地区で漏水が多発した要因はの問いに対しては、水道管の老朽化による

ものであるが、当町の埋設管路は40年近く経過しており、ほぼ全域において老朽化が進

んでいるという回答でございました。 

 ３番目、企業債１億円の借入先と金利償還はの問いに対しましては、企業債の借入先

については、地方公共団体金融機構である。利率0.3で、償還は令和32年まで、元利償

還利子を伴って払っていくとの回答でございました。 

 ４番目、今後の耐震管入替え工事の予定はの問いに対しましては、令和元年度から令
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和５年度まで、西部簡易水道の統合の事業を実施しているため、配水管の布設替えや耐

震化については、統合事業終了後に計画を検討したいとの回答でございました。 

 ５番目、今後さらなる借入れや水道料金を値上げする考えはの問いに対しましては、

現在、企業債として17億円ほどあり、令和５年度までに統合事業の費用が10億円かかる

見込みであることから、西部簡易水道が上水道に統合された後に経営戦略を立てる予定

であり、その際に料金を検討したいとの回答でございました。 

 ６番目、西部簡易水道の統合事業における人口減少等の検討はの問いに対しましては、

現在、西部簡易水道区域の加入件数は750件ほどであり、令和６年以降は上水道の給水

人口がその分上がるが、中・長期的には人口ビジョンにより人口が減少し、利用料も低

下していくという回答でございました。 

 次に、議案第38号 令和２年度養老町一般会計補正予算（第３号）に関してでありま

す。 

 １番目、元気な農業産地構造改革支援事業402万円減額、強い農業・担い手づくり総

合支援事業183万円減額、スマート農業技術導入支援事業335万円減額の要因はの問いに

対しまして、元気な農業産地構造改革支援事業については、ある個人の方が乾燥機を買

う予定であったが、自己都合で要望を取り下げられ、また田植機とコンバインを買う予

定であった方が、田植機は担い手確保・経営強化支援事業に事業替えし、コンバインも

強い農業・担い手づくり総合支援事業に事業替えをした。強い農業・担い手づくり総合

支援事業については、ロールベーラーは元気な農業産地構造改革支援事業に事業替えし、

ブームスプレーヤ補助金250万円は、防除用のドローン45万円に変更された。また、色

彩選別機70万ほどは不採用であったということでございます。 

 また、スマート農業技術導入支援事業については、農業法人が当初トラクターを補助

金300万円で購入する予定であったが、再検討の結果、ドローンの補助金60万円に変更

となったとの回答でございました。 

 ２番目、申請時における指導方法はの問いに対しましては、国事業の要望が町の予算

組より後になるため、補助率の低い県事業で要望を上げて、後に補助率の高い国事業に

乗り換えられる方がおり、要望の時期と事業の締切りの時期が違うので、予算に反映し

切れていないのが一つの要因である。また、経営の都合上、諦められる方がいるが、取

下げはないように指導しているとの回答でした。 

 ３番目、国・県事業の補助率はの問いに対しましては、元気な農業産地構造改革支援

事業は３分の１から４分の１、担い手確保・経営強化支援事業は２分の１、強い農業・

担い手づくり総合支援事業は10分の３、スマート農業技術導入支援事業は３分の１であ

るという答えでございました。 

 ４番目、組替えや不採用となった申請者に対する説明状況はの問いに対しまして、県

からの連絡に基づき、農業者の方には丁寧に説明し、納得いただいているとの回答でご
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ざいました。 

 ５番目、ドローンの免許制度はの問いに対しましては、農薬散布用のドローンに関連

する法律には、航空法と農薬取締法とがあるが、必須となる特定のライセンスはない。

ただ、ドローンを使用して散布できる農薬が限られていたり、飛行の承認申請を事前に

しなければならない。なお、ちなみに養老公園は飛行禁止区域であるとの回答でござい

ました。 

 また、なお、取下げや組替えが毎年出てきております。申請者の負担を減ずるために

取下げ、組替えるものでありまして、半ばやむを得ないものであると思いますが、やは

り取下げは国や県の心証が悪くなるので、きちっと申請者と話合いをしてもらい、誓約

書を取るなどの方法論で、今後こういったことのないよう対応してほしいと委員会とし

て執行側に要望をいたしました。 

 以上、審査付託されました上水道事業会計の決算認定１件、令和２年度一般会計補正

予算１件、計２件の議案につきましては、質疑、討論、採決の結果、全議案とも挙手全

員により、原案ととおり認定及び可決するべきものと決定をいたしました。 

 これをもちまして、産業建設委員会の審査経過並びに結果報告といたします。 

○議長（吉田太郎君） 産業建設委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより、ただいまの産業建設委員会委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、これらの案件については、議会初日に総括質疑が終了しておりますので、委員

会所属外の議員からの審査の経過及び結果に対する質疑といたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（吉田太郎君） 11番 田中敏弘君。 

○１１番（田中敏弘君） ただいま産建委員長の報告がございましたが、３点について質

疑をいたしたいと思います。 

 議案第38号 令和２年度養老町一般会計補正予算（第３号）関係であります。 

 款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、説明欄の担い手確保経営強化支援

事業419万円についてでありますが、去る３月予算委員会で配付された令和２年度予算

概要調書では区分が廃止、事業内容、増減理由としては農業者からの要望がないことか

ら事業の休止と、このように記述がありました。この点について事業が復活した原因の

質疑はありましたか。今説明があったように補助率が２分の１という高額で有利である

ため、行政側のほうから誘導されたものと思っておりますが、この点についてお尋ねし

ます。 

 ２点目としては、事業メニュー替えが３件ほどあったとただいま報告がありましたが、

農業者の申請時に補助率は事前にある程度想定されるはずですので、事業替えを認めな

ければこのような事務的労力も不要となりますが、この点は議論ありましたか。 
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 ３点目、結果的に今回の補正で補助金を502万6,000円減額することになりますが、も

う少し工夫すれば次に希望する農業者に対応できるのではと思いますが、この点につい

ての議論がありましたかどうか、以上３点についてお尋ねいたします。 

○議長（吉田太郎君） 産業建設委員会委員長 大橋三男君。 

○産業建設委員長（大橋三男君） それでは、３点についてお答えをいたします。 

 最初の事業復活の要因でございます。これにつきましては、先ほど報告をいたしまし

たが、補足といたしましては、やはり国と県・町との予算の申請時期の相違によること

と、国の補助率が有利であるというのが要因であります。これにつきましては、特にこ

の復活した原因の質疑はありませんが、そのような結果でございます。 

 次、メニュー替えが３件あったということにつきましては、予算的にもありますが、

これにつきましては先ほど報告をさせていただきましたが、補足で説明をさせていただ

きますと、補助率だとかそれだけではなく、やはり機種変更が行われておったというの

が主な要因ではなかろうかというふうに思います。したがいまして、農業者のこの点の

議論につきましての質疑は特にはございませんでした。 

 ３番目でございます。結果的にもう少し工夫をするとかという議論でございますが、

これについては特にございませんでしたが、先ほど報告に申し上げましたように、委員

会としては誓約書等を取って、なるべく辞退を避けてほしいという要望をいたしたとい

うところでございます。以上でございます。 

○議長（吉田太郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより、議案ごとに順次、討論及び採決を行います。 

 まず、日程第３、議案第34号 養老町手数料条例の一部を改正する条例についての討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするもので、本案を委員長報告とおり決定すること

に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（吉田太郎君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告どおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第35号 養老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするものです。本案を委員長報告どおり決定するこ

とに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（吉田太郎君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告どおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第36号 養老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり可決する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（吉田太郎君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、認定第１号 令和元年度養老町上水道事業会計決算の認定について

の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定とするものです。本案を委員長報告のとおり認定する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（吉田太郎君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告とおり認定されました。 

 次に、日程第７、議案第38号 令和２年度養老町一般会計補正予算（第３号）の討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
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○議長（吉田太郎君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決とするものです。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（吉田太郎君） 挙手全員です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） これをもちまして、本日の議会日程にあります議案審議は全て終

了いたしました。 

 お諮りします。 

 次回の議会日程、運営の審査及び所管事務の調査等について、議会閉会中も議会運営

委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会閉会中も次回の議会日程、運営審査及び所管事務の調査等について、議

会運営委員会に付託することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） お諮りします。 

 この第２回定例会の審議内容等を報告する機関誌の編集に関する全ての業務及び編集

手法の調査・研究について、議会閉会中も議会だより編集特別委員会に付託したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会閉会中も第２回定例会の審議内容等を報告する機関誌の編集に関する全

ての業務及び編集手法の調査・研究について、議会だより編集特別委員会に付託するこ

とに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） お諮りします。 

 総務民生・産業建設の各常任委員会の所管事務の調査について、議会閉会中も継続し

て調査・研究することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員会の所管事務調査について、継続して調査・研究することに決定

いたしました。 
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──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） お諮りします。 

 議会改革特別委員会の所管事務の調査について、議会閉会中も継続して調査・研究す

ることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（吉田太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会改革特別委員会の所管事務調査について、継続して調査・研究すること

に決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（吉田太郎君） これで本日の日程を全て終了いたしました。会議を閉じます。 

 これをもちまして、令和２年第２回養老町議会定例会を閉会いたします。本日は御苦

労さまでした。 

（閉会時間 午前10時03分）  
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